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1 1 1 学習内容を明確にした授業の実施 ☆ ◎ ○

・学校訪問、各種研修会、授業研究会の充実

・英語「ラウンドシステム」の考え方を全学年、全教科で実施 ☆

2 学力向上対策の推進 ◎ ○

・全国学力・学習状況調査への取組

・埼玉県学力・学習状況調査への取組

・「総合的な学習の時間」を中心としたカリキュラム改善による、汎
用的能力等の育成
・学力向上補助員等の活用

・「くまなびスクール」による補充学習の充実 ☆

・学習動画WEB版「くまなびスクール」の配信・活用

・１人１台の端末を使ったGIGAスクール構想事業

・学力向上テキスト・映像版学力向上テキストの活用

・英語指導専門員の訪問指導

・研究委嘱事業の推進

3 特別支援教育の充実 ◎

・特別支援教育支援員の活用

2 1 学校・家庭・地域の連携による体験活動の推進 ◎ ○

・「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減運
動』」の取組

☆

・小中学校における進路指導・キャリア教育の充実

2 心の教育の充実 ◎ ○

・道徳の時間における子どもの心の「見える化」 ☆

・実生活における道徳の「見える化」 ☆

・命の大切さを学ぶ「生命（いのち）の授業」

・学校図書館の充実

3 共生社会の推進やノーマライゼーションの理念に基づく教育の推
進

◎

・支援籍学習の推進

4 積極的な生徒指導の推進 ◎

・よりよい人間関係を築く学級経営の充実・向上

・いじめの未然防止と早期対応、「いじめ撲滅宣言」及び「スマホ使
い方宣言」の実践

5 児童生徒の実態に応じた教育相談 ◎

・学習、友人関係、不登校、いじめ等についての教育相談の充実

・就学児の実態に応じた適切な就学相談

・熊谷市教育支援センター「さくら教室」における相談及び指導の充
実
・発達障害を含む障害のある児童生徒への相談及び支援

6 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携支援 ◎

3 1 学校体育の充実 ◎

・運動の特性や運動量を確保する授業の実践 ☆

・体育指導専門員の活用 ☆

・タグラグビー教室等の取組 ☆

・体力向上推進委員会の取組

2 食育の充実 ○ ○ ◎

3 学校保健の充実 ◎

・新型コロナウイルス感染症対策の徹底

2 1 1 教育施設等の整備 ◎

・小中学校の適切な維持管理 ☆

・小中学校校舎大規模改造の実施 ☆

・小中学校トイレ整備（洋式化等）の推進 ☆

2 学校安全の充実 ○ ◎

3 教育情報機器の整備 ☆ ◎ ○

4 安全でおいしい給食の提供 ☆ ◎ ○

・栄養バランスのとれた給食の提供
・衛生管理の徹底
・食物アレルギー児童生徒への対応
・地産地消のための地元食材の使用
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3 1 1 生涯学習講座の開設 ☆ ○ ◎

・生涯学習計画の策定

・生涯学習の機会提供の充実

2 社会教育関係団体への支援 ☆ ◎ ○

3 中央公民館の整備 ☆ ◎

4 社会教育指導体制の充実及び指導者・職員の資質向上 ◎

2 1 図書館利用の促進 ◎

2 地域読書活動の推進 ◎

・子ども読書活動の推進 ☆

・移動図書館サービス事業の推進
・福祉配本事業の拡充

3 美術・郷土資料展示室、教育普及活動の推進 ◎

・資料の整備及び施設等の環境整備充実

・企画展及び各種講座・講演会等の実施 ☆

4 図書館から全国への情報発信 ◎

・出版物等を活用した情報発信
・写真俳句コンテストによる情報発信

3 1 生涯学習に関する自主事業の実施 ☆ ◎

2 利用団体への支援 ☆ ◎

4 1 1 文化芸術活動を支援する ◎

・文化芸術活動の機会創出、情報発信の充実 ☆

・文化芸術団体への支援 ☆

2 プラネタリウム館の充実 ◎

・幅広い内容の番組投影と観察体験の充実
・新学習指導要領に合わせた学習投影番組の制作

2 1 西別府の幡羅官衙（はらかんが）遺跡群をはじめとした有形文化財
等、文化遺産の保護と積極的な公開・活用              

☆ ◎

2 無形民俗文化財をはじめとする伝統文化の後継者育成と継承意識
の醸成

☆ ◎

・市指定無形民俗文化財保存団体への補助
・地域伝統芸能振興事業「地域伝統芸能今昔物語」の開催

3 市史の刊行 ☆ ◎

・市史編さんに関する調査

・歴史公文書の収集及び保存

1 1 家庭教育・地域活動の支援 ○ ◎

・放課後子供教室の充実 ☆

・子どもセンター事業の充実

・家庭教育講座や子育て支援事業の推進 ☆

・学校施設の有効活用

2 教育経費への経済的支援 ◎

3 学校給食費の第三子以降無償化 ◎

2 コミュニティ・
スクールを
推進する

1 コミュニティ・スクール導入促進事業 ☆ ◎ ○

6 1 1 市民啓発の充実と推進 ◎

・人権問題研修会、講演会の開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆

・人権教育関係団体との連携

・集会所事業等の効果的活用　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☆

2 1 人権教育の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎

2 人権教育研修の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☆ ◎ ○

7 次世代の
ため、公共
施設整理
統合を推進
する

1 施設の統廃
合、再配置
を効果的に
推進する

1 施設分野別個別計画の策定・推進 ☆ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
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日程第２ 議案第９号

学校敷地の変更について

次の普通財産を、令和３年４月１日をもって教育財産として用途開始し、学校敷地を

変更する。

件数 地番 地積 用途

１ 八木田字黒羽 20番 5 835㎡ 太田小学校学校農園として

２ 三ヶ尻字八幡 2870番 1 367㎡ 三尻小学校駐車場として

３ 三ヶ尻字八幡 2870番 2 542㎡ 三尻小学校駐車場として



1　八木田字羽黒20-5

2,3　三ヶ尻字八幡2870-1,2

余　白 余　白

余　白
5.53×6.79

余　白

余　白 余　白

余　白 余　白

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４



案内図



日程第２ 議案第１０号

１ 熊谷市指定文化財の解除について

⑴ 名 称 西別府祭祀遺跡

⑵ 種別・種類 記念物・史跡

⑶ 所 在 地 熊谷市西別府１５７５他

⑷ 管 理 者 宗教法人湯殿神社・熊谷市

⑸ 解 除 理 由 幡羅官衙遺跡群の国史跡指定（平成３０年２月１３日）を機

に行われた保存活用計画策定作業の中で、熊谷市指定史跡「西

別府祭祀遺跡」についての検討がなされた。その結果、指定

当時には範囲について地番等が明確に示されないままの指定

であったため、市指定範囲を国史跡と同一と確定し、これに

より、熊谷市文化財保護条例第７条４項の規定に基づき熊谷

市指定を解除する。

⑹ 熊谷市文化財保護審議会の意見

「西別府祭祀遺跡」を構成要素とする「幡羅官衙遺跡群」の国史跡指定に

係る熊谷市文化財保護条例第７条第４項に適合した事案であることから、

本件の解除は適当と考える。

【参 考】

熊谷市文化財保護条例

第７条第４項

市指定文化財が法又は県条例の規定による指定を受けたときは、当該市指定

文化財の指定は解除されたものとする。



西別府祭祀遺跡の指定範囲地番・地目一覧

市区分 地番 面積(㎡) 地目 備考

熊谷市 西別府字西方1575番 2654 境内地/山林 宗教法人と総代の共有地

西別府字西方1577番 1886 境内地/山林 宗教法人と自治会の共有地

西別府字根岸2328番1 1341.93 池沼

西別府字根岸2328番1に南接し同
字西方1575番に東接する道路敷

264.05 道 道②

西別府字西方1577番に東接する
道路敷

117.27 道 道③

西別府字西方1575番に西接する
道路敷

53.8 道 道④（法定外道路）深谷市行政界に隣接

西別府字西方1577番に西接し同
字西方1576番に南接する道路敷
に東接するまでの道路敷

35.59 道 道⑤　深谷市行政界に隣接

西別府字1579番1に北接する水路
敷

419.52 池沼 池沼①　

西別府字根岸2328番1に北接及び
西接する道路敷

389.22 道 道①

7,161.38計



国指定史跡「幡羅官衙遺跡群」位置図
参 考



日程第２ 議案第１１号

熊谷市立小・中学校事務共同実施運営規程の一部を改正する訓令

熊谷市立小・中学校事務共同実施運営規程（平成２９年教育委員会

訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加え

る。

⑹ 電子報告による年末調整事務処理要領に基づく諸報告を行うこ

と。

附 則

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。



熊谷市立小・中学校事務共同実施運営規程の一部を改正する訓  

令新旧対照表  

熊谷市立小・中学校事務共同実施運営規程（平成２９年教育委  

員会訓令第２号）  

（下線部分は改正部分）  

改   正   案  現      行  

（ 略 ）  （ 略 ）  

（ 専 決 等 ）  （ 専 決 等 ）  

第 ５ 条  （ 略 ）  第 ５ 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ り 指 名 さ れ た 事 務 職 員

（ 以 下 「 統 括 事 務 主 幹 」 と い う 。 ） が 専

決 で き る 事 項 は 、次 に 掲 げ る 事 項 の う ち 、

当 該 統 括 事 務 主 幹 の 本 務 校 （ 当 該 統 括 事

務 主 幹 が 兼 務 に よ り 本 務 校 以 外 に 勤 務 し

て い る 市 立 学 校 が あ る 場 合 は 、 当 該 市 立

学 校 を 含 む 。 ） ご と に 当 該 市 立 学 校 の 学

校 長 が 、あ ら か じ め 指 定 し た 事 項 と す る 。 

２  前 項 の 規 定 に よ り 指 名 さ れ た 事 務 職 員

（ 以 下 「 統 括 事 務 主 幹 」 と い う 。 ） が 専

決 で き る 事 項 は 、次 に 掲 げ る 事 項 の う ち 、

当 該 統 括 事 務 主 幹 の 本 務 校 （ 当 該 統 括 事

務 主 幹 が 兼 務 に よ り 本 務 校 以 外 に 勤 務 し

て い る 市 立 学 校 が あ る 場 合 は 、 当 該 市 立

学 校 を 含 む 。 ） ご と に 当 該 市 立 学 校 の 学

校 長 が 、あ ら か じ め 指 定 し た 事 項 と す る 。 

⑴ ～ ⑸  （ 略 ）  ⑴ ～ ⑸  （ 略 ）  

⑹  電 子 報 告 に よ る 年 末 調 整 事 務 処 理 要

領 に 基 づ く 諸 報 告 を 行 う こ と 。   

 

⑺  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 長

が 特 に 必 要 と 認 め た こ と 。  

⑹  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 長

が 特 に 必 要 と 認 め た こ と 。  

（ 略 ）  （ 略 ）  

 


